
必ず提出する書類 状況により提出する書類 補足

被扶養者申請に伴う状況届 所得証明書に収入の記載がある場合は退職したことが証明できるものを提出

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの） 任継加入者は健康保険資格喪失証明書

所得証明書（非課税証明書） 国保加入者は国保保険証のコピー

被扶養者申請に伴う状況届 国保加入者は国保保険証のコピー

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

所得証明書（非課税証明書）

廃業届

被扶養者申請に伴う状況届 就業契約内容証明書（申請理由が収入減少の場合など）

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの） 給与・賞与支払額予定表（申請理由が収入減少の場合など）

所得証明書（非課税証明書） 国保加入者は国保保険証のコピー

直近の給与明細３ヶ月分のコピー

被扶養者申請に伴う状況届 国保加入者は国保保険証のコピー 確定申告書一式は税務署の受付印があるもの

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの） 電子申請の場合は受付番号の記載があるもの

所得証明書（非課税証明書）

確定申告書の一式（および青色申告決算書、収支内訳書）のコピー

収入の内容、金額がわかる書類（支給決定通知書のコピーなど）

被扶養者申請に伴う状況届 国保加入者は国保保険証のコピー

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

所得証明書（非課税証明書）

年金振込通知書もしくは年金改定通知書、年金証書のコピー

被扶養者申請に伴う状況届

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

離職票-1および離職票-2のコピー

雇用保険受給資格者証のコピー

被扶養者申請に伴う状況届

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

離職票-1および離職票-2のコピー

雇用保険延長通知書のコピー

被扶養者申請に伴う状況届 離職票-1および離職票-2の原本は健保捺印後に返却

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

離職票-1および離職票-2の原本

被扶養者申請に伴う状況届 給与明細３ヶ月分で雇用保険非加入の確認が必要

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

給与明細３ヶ月分のコピー

退職証明書

被扶養者申請に伴う状況届 支給終了の印がないものは受付不可

世帯全員分の住民票（続柄あり・個人番号なしのもの）

雇用保険受給資格者証のコピー（支給終了の印があるもの）

結婚したので申請 戸籍謄本または結婚受理証明書 他健保加入中の場合は資格喪失証明書

外国籍 在留カードのコピー（両面） 結婚前に海外在住の場合、在留国での収入証明等が必要な場合あり

※在留期間が一年以上、また一年以上の長期滞在資格が必要 （事前に健保へご相談ください）

障害者 障害者手帳のコピー

別居 送金証明（直近3ヶ月分）※手渡し不可

④右記に該当

する場合は、

①～③に追加

して提出が必

要

業務命令での単身赴任による別居の場合は不要

（ただし認定対象者が実家以外に居住している場合

は別居とみなし、送金証明が必要）

※　状況により、上記書類以外の追加書類を依頼する場合もあります。

③退職した

（雇用保険に

ついて要確

認）

雇用保険を受給する

雇用保険給付の日額が3,612円（60歳以上5,000円）

以上の場合給付期間中は被扶養者から削除する手続

きが必要

雇用保険の受給は延長する

雇用保険を受給しない

（雇用保険加入者）

雇用保険の受給資格がない

（雇用保険非加入者）

雇用保険の受給は終了している

②収入あり

（該当する収

入全ての書類

が必要）

給与所得者（パート等含む）

申請時期によっては追加で源泉徴収票を求める場合

もあり

自営業、不動産収入、株式配当等の収入、そ

の他の報酬あり

出産、傷病手当金等の給付金受給あり

年金収入あり

（厚生、企業、個人、障害等、全ての年金）

年金受給開始前（通知書が未着）の場合は年金事務

所発行の年金見込額照会回答票のコピーを提出

健康保険被扶養者添付書類一覧　　配偶者
申請時の状況

①収入なし

無職無収入

申請時に無職無収入であっても所得証明書に収入の

記載がある場合は金額の多い少ないに係らず証明書

を必ず添付すること

自営業を廃業して無収入





必ず提出する書類 状況により提出する書類 補足

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ τ χṜ∏ΥΚϥ ›ψ ΰθάρΥ πΦϥϜχϬ

ˢ ᴿ ˣ  ᴥ ψיּ ᾑ χЀС˔

ᾭ

τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ τ χṜ∏ΥΚϥ ›ψ ΰθάρΥ πΦϥϜχϬ

ˢ ᴿ ˣ  ᴥ ψיּ ᾑ χЀС˔

Ộ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ ỘἸ ˢ Υ ᾚ χⱲσςˣ ⱲṍτϢμοψ ᴥπᾛ ϬẐϛϥ ›ϜΚϤ

ˢ ᴿ ˣ ẚ ʾ ◦ ᶛ ˢ Υ ᾚ χⱲσςˣ

ựχẚ ⇔͏уὮ χЀС˔  ᴥ ψיּ ᾑ χЀС˔

ᾭ

τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ  ᴥ ψיּ ᾑ χЀС˔

ˢ ᴿ ˣ ᾭ

ᶎ  χԁ꜠ˢΣϢό Ὠ▄ ʺ ◦ ˣχЀС˔ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

χ ʺỲᶛΥϩΤϥ ˢ◦ẚὨ χЀС˔σςˣ

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ  ᴥ ψיּ ᾑ χЀС˔

ˢ ᴿ ˣ ᾭ

Ỳ ₅ ϜΰΨψʺ Ỳᵠ ʺ Ỳ χЀС˔ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ ᾭ

ˢ ᴿ ˣ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

-1ΣϢό -3χЀС˔

ᾼ ᾑ ẚⱢᶊּי χЀС˔

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ ᾭ

ˢ ᴿ ˣ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

-1ΣϢό -3χЀС˔

ᾼ ᾑט χЀС˔

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ ᾭ -1ΣϢό -2χᾖ ψὲ Ԋῇτ Ẁ

ˢ ᴿ ˣ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

-1ΣϢό -3χЀС˔

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ ᾭ ẚ ⇔͏уὮ πᾼ ᾑ ᴥ χᶎ Υ

ˢ ᴿ ˣ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

ựχẚ ⇔͏уὮ χЀС˔

Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχˣ ᾭ ◦ẚ χԊΥσΜϜχψ ᴦ

ˢ ᴿ ˣ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

ᾼ ᾑ ẚⱢᶊּי χЀС˔ˢ◦ẚ χԊΥΚϥϜχˣ

∕ ϸ˔ЖχЀС˔ˢ ˣ χạ πχ Υ σ ›ΚϤ

̞∕ ṍḧΥԁ ӟ ʺϘθԁ ӟ χ ṍ ∕ⱢᶊΥ ˢⱧ τὲ ϒέ ΨιήΜˣ

障害者 ᵲּ︣י χЀС˔

別居 Ỳ ˢ ự͏уὮ ˣ τיּ ΰοΜϥ ạּיΥΜϥ ›ψ ạּיχ

※被保険者と同居していることが条件になる場合を除く ̞︣ ΰ ᴦ

χיּ Ԍ χ ˢ ΚϤʾᾤ ‹σΰχϜχ)

※　状況により、上記書類以外の追加書類を依頼する場合もあります。

③退職した

（雇用保険に

ついて要確

認）

雇用保険を受給する

ᾼ ᾑẚ χ ᶛΥ3,612דӟ χ ›ẚ ṍḧ ψ ⌡Τϣיּ βϥ︣ Φ

Υ

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

雇用保険の受給は延長する

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

雇用保険を受給しない

（雇用保険加入者）
̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

雇用保険の受給資格がない

（雇用保険非加入者）

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

雇用保険の受給は終了している ̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

④右記に該当

する場合は、

①～③に追加

して提出が必

要

外国籍

Ộ πχ τϢϥ ạχ ›ψ

ˢθιΰ ᴪӟᵰτạםΥיּ ΰοΜϥ ›ψ ạρϙσΰʺ Ỳ Υ

ˣ

②収入あり

（該当する収

入全ての書類

が必要）

給与所得者（パート等含む）

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

自営業、不動産収入、株式配当等の収入、その他の報酬

あり

出産、傷病手当金等の給付金受給あり

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

年金収入あり

（厚生、企業、個人、障害等、全ての年金）

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

Ⱳτ πΚμοϜ τ χṜ∏ΥΚϥ ›ψỲᶛχ Μ

σΜτἰϣγ Ϭ γ βϥάρ

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

自営業を廃業した

Ⱳτ πΚμοϜ τ χṜ∏ΥΚϥ ›ψỲᶛχ Μ

σΜτἰϣγ Ϭ γ βϥάρ

健康保険被扶養者添付書類一覧　　その他（配偶者・子以外）

申請時の状況

①収入なし

無職無収入

̞ ᾑּיΥ︠θϥ ὓӲⱱּיπΚϥάρϬ πΦϥάρΥ ˢ σ ψ

ệτϢμοӰσϥˣ

＜申請の手順＞

(1)Ϙγ被扶養者異動届、被扶養者申請に伴う状況届、被扶養者認定申立書のみϬὲ ϒ ̰ὲ πᶎ ΰᾤ τ ˢάχⱲ π τᵺיּ ΰσΜρ ΰθ ›ψ Ϭ ẀΰϘβˣ

(2) τ♩μθⱧ ʺ ὓӲⱱḩἰτνΜο τᵺיּ βϥᾋ₅ϙϬὲ Υ ϛθ ›χϙʺ χ Ϭ

※必要書類を提出いただいても最終的に被扶養者に該当しないと判断する場合もございます


